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参考資料３ 用語解説 
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 介護保険事業計画  介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を図るため、厚生労働

大臣が定める基本指針に則して、市町等が３年を１期として策定

する計画。主な策定事項は次のとおり。 

・日常生活圏域の設定 

・各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込

み 

・各年度における地域支援事業の量の見込み 

・介護予防・重度化防止、介護給付等に要する費用の適正化への

取組および目標設定 

    

 介護保険事業支援計画  市町等の介護保険運営主体を支援するため、厚生労働大臣が定め

る基本指針に則して、県が３年を１期として策定する計画。主な

策定事項は次のとおり。 

・老人福祉圏域の設定 

・各年度における介護給付費対象サービスの種類ごとの量の見込

み 

・介護予防・重度化防止、介護給付等に要する費用の適正化への

取組への支援に関する取組および目標設定 

・老人福祉圏域を単位とする広域的調整 

    

 介護保険施設  介護保険法による施設サービスを行う施設で、①指定介護老人福

祉施設（特別養護老人ホーム）、②介護老人保健施設、③指定介

護療養型医療施設（介護療養病床）に加え、平成 30（2018）年度

から④介護医療院が創設された。 

施設サービス計画に基づき必要な介護および日常生活上の世話等

を行う。 

    

 介護予防  高齢者が要介護状態になることをできる限り防ぐ（発生を予防す

る）こと、あるいは、要介護状態であっても、状態がそれ以上に

悪化しないようにする（維持･改善を図る）こと。 

    

 介護予防・日常生活支援

総合事業（総合事業） 

 従来予防給付として提供されていた全国一律の介護予防訪問介護

および介護予防通所介護を、市町村が実施する介護予防・生活支

援サービスや一般介護予防事業からなる総合事業へ移行し、地域

の実情に応じて、住民主体の多様な主体が参画する多様なサービ

スを充実することにより、要支援者の自立支援へとつなげていく

制度で、平成 26（2014）年の介護保険法改正により、平成 29（2017）

年 4月から全ての市町で実施されている。 

    

 介護老人保健施設  心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことがで

きるようにするための支援が必要である者に対し、施設サービス

計画に基づいて、看護、医学的管理下における介護、機能訓練そ

の他必要な医療、日常生活上の世話を行う施設として、都道府県

知事の許可を受けたもの。 

    

 介護労働安定センター  公益財団法人介護労働安定センター。介護労働者の雇用管理の改

善、能力の開発・向上、その他の福祉の向上を図るための総合的

支援機関であり、各県に支部がある。 

介護労働講習、介護事業者向け保障制度、雇用管理についての相

談援助・情報提供、介護基盤人材確保助成および介護雇用管理助

成等を実施している。 

    

 共生型サービス  障がい者が 65歳以上になっても、使い慣れた事業所においてサー

ビスを利用しやすくし、また人材をうまく活用しながら適切にサ

ービス提供を行うという観点から、高齢者や障がい児者がともに

利用できるサービスのこと。 
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 地域共生社会  制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係

を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と

資源が世代や分野を超えつながることで、住民一人ひとりの暮ら

しと生きがい、地域をともに創っていく社会をめざすもの。 

    

 地域ケア・地域包括ケア  住み慣れた自宅や地域において最期まで安心して暮らし続けるた

め、高齢者のニーズや状態の変化に応じて、介護サービスのみな

らず、地域の保健・医療・福祉サービス、さらにはインフォーマ

ルサービスを、有機的に結びつけて、切れ目なく提供すること。

また、住宅政策とも相まって、高齢者の地域生活全般を支援する

こと。 

    

 地域支援事業  地域で生活する高齢者が、要支援・要介護状態になる前からの介

護予防を推進するとともに、要介護状態等となった場合でも地域

において自立した日常生活が営むことができるように包括的・継

続的なケアマネジメント機能を強化する観点から市町が実施する

事業。事業は、①総合事業、②包括的支援事業、③任意事業の３

つからなる。 

    

 地域包括支援センター  平成 17（2005）年の介護保険法の改正により、新たに地域の高齢

者の心身の健康保持や生活の安定のために必要な援助を行うこと

を目的として設けられた機関。主な業務は、①地域包括支援ネッ

トワークづくり（地域に、総合的・重層的なサービスネットワー

クを構築すること）、②総合相談支援・権利擁護（高齢者の相談

を総合的に受け止めるとともに、訪問して実態を把握し、必要な

サービスにつなぐこと。また、虐待防止など高齢者の権利擁護に

努めること。）、③介護予防ケアマネジメント（介護予防事業・

予防給付が効果的・効率的に提供されるよう、適切なケアマネジ

メントを行うこと。）、④包括的・継続的ケアマネジメント支援

（高齢者に対し包括的かつ継続的なサービスが提供されるよう、

地域の多様な社会資源を活用したケアマネジメント体制の構築を

支援すること）がある。 

    

 地域包括支援センター運

営協議会 

 地域包括支援センターの適正、公正かつ中立な運営を確保するた

めに意見をする機関。介護サービス事業者等の代表者および利用

者、被保険者、地域の保健・医療・福祉に関する学識経験者など

から組織され、各保険者において設置する。 

    

 地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護 

 介護保険の給付対象となる地域密着型サービスの一つ。定員 29

人以下の小規模な特別養護老人ホームのこと。できるだけ居宅の

生活への復帰を念頭に置いて、能力に応じ自立した生活が営める

よう、入浴・排泄・食事等の介護、相談と援助、社会生活上の便

宜の供与など日常生活上の世話、機能訓練、健康管理と世話を行

う。 

    

 地域密着型特定施設入居

者生活介護 

 介護保険の給付対象となる地域密着型サービスの一つ。定員 29

人以下の小規模な有料老人ホーム・養護老人ホーム・軽費老人ホ

ームで、入居者が要介護者と配偶者等に限られる介護専用型の特

定施設。入居者がその能力に応じ自立した生活が営めるよう、入

浴・排泄・食事等の介護、洗濯・掃除等の家事、生活相談・助言

など日常生活上の世話、機能訓練と療養上の世話を行う。 

    

 通所介護  介護保険の給付対象となる居宅サービスの一つでデイサービスの

こと。居宅の要介護者に対して、特別養護老人ホームや老人デイ

サービスセンター等に通わせ、入浴、排泄、食事等の介護その他

日常生活上の世話や機能訓練を行う。 

なお、利用定員 18以下の通所介護は、平成 28（2016）年４月か

ら地域密着型通所介護へ移行された。 
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